
第79期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項

事業報告
会計監査人の状況
業務の適正を確保するための体制およ
び当該体制の運用状況
連結計算書類
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 計 算 書 類 の 連 結 注 記 表
計算書類
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
計 算 書 類 の 個 別 注 記 表

（2020年６月１日から2021年５月31日まで）

上記の事項につきましては、法令および定款第14条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.satori.co.jp/ir/stock/meeting.html）
に掲載することにより、株主の皆様にご提供しております。
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事業報告
　
会計監査人の状況

①名称 有限責任 あずさ監査法人

②報酬等の額
　

支 払 額

・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
公認会計士法（1948年法律第103号、第２条第１項）の業務に係る報酬等の額 43百万円

・当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 55百万円
　

（注）1．当社の重要な子会社のうち、TAIWAN SATORI CO., LTD.、HONG KONG SATORI CO., LTD.、SINGAPORE SATORI
PTE., LTD.は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬額を明確に区分
しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3．監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」等を参考に、取締役、社内関係部署お
よび会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状
況や監査報酬の見積り根拠などを検討した結果、会社法第399条第１項および第３項の同意をしております。

③非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「収
益認識に関する会計基準」等への対応に関する助言・指導業務を委託し、対価を支払っています。

④会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる
場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定
した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の
理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

（ご参考）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、コーポレート・ガバナンスの基本方針として次の事項を定め、その充実および中長期的に企業
価値の向上に努め、事業活動を通して社会に貢献してまいります。
・経営の透明性、健全性、遵法性の確保
・株主をはじめとする全てのステークホルダーへの適時適切な情報開示ならびにアカウンタビリティの明
確化
なお、コーポレート・ガバナンスの状況については、下記の当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.satori.co.jp/ir/strategy/governance.html

＜業務の適正を確保するための体制＞
　当社は、会社法第399条の13第1項第1号ロ、ハに定める体制（内部統制システム）の整備に関する基本
方針を次のとおり定めております。
（注）2021年７月13日付取締役会決議により、次のとおり改定しております。

　
１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
（1）当社および当社の子会社（以下「佐鳥グループ」という）における企業倫理の確立ならびに取締役お

よび使用人による法令、定款、社内規程および社会規範の遵守を確保するため、基本的な取り組み方針
を「佐鳥グループ企業行動倫理規範」に定めている。

（2）代表取締役を委員長とするコンプライアンス・リスク委員会を設置し、佐鳥グループ全体のコンプラ
イアンス体制の整備および維持を図ることとし、必要に応じて佐鳥グループの取締役および使用人（以
下「役職員」という）に対する啓発や研修を行う。

（3）社長執行役員直轄の内部監査室は、佐鳥グループ各社の業務監査および財務報告に係る内部統制の評
価・報告を実施することにより、業務の適正および財務報告の信頼性を確保する。

（4）取締役は、佐鳥グループにおける重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見
した場合には、直ちに監査等委員会および代表取締役に報告するとともに、遅滞なく連結経営会議（社
長執行役員、執行役員、監査等委員、国内子会社の社長執行役員、その他社長執行役員が指名した者に
よって構成される）において報告する。

（5）「社内通報規程」に基づき、法令違反その他社会倫理上疑義のある行為等について、役職員が人事部門
および社外の弁護士に直接通報する制度を設置し運用する。
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２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規則」に基づき、適切かつ検索性の高い状態で保
存・管理する。
　また、当該情報の取扱いについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき運用する。
　
３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）「リスク管理規則」に基づき、佐鳥グループのリスクの分類毎に担当部門を定め、各担当部門は、当該

リスクの予防策を講じ、その状況を継続的にモニタリングする。
（2）リスクが現実に生じた場合の緊急時対策、損害拡大防止対策、復旧対策および再発防止対策に係る諸

規程を整備し、迅速かつ適切に対処することにより損失の回避・最小化に努める。
　
４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（1）佐鳥グループの経営方針および経営戦略に係る重要事項については、取締役会の審議に先立って、連

結経営会議において審議を行う。
（2）「業務分掌規程」および「職務権限規程」において明示された職務分掌および権限に基づく業務運営を

行い、分業による業務の専門化、高度化および効率化を図る。また、業務の重要度に応じて職務権限の
委譲ができることとし、意思決定および業務遂行の機動性向上を図る。

　
５．当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（1）「佐鳥グループ企業行動倫理規範」を佐鳥グループ全体の行動規範とし、企業集団における業務の適正

と効率性を確保するために必要な諸規程を整備し、運用する。
（2）子会社は、「子会社管理規程」に定める事項につき、当社の事前承認および当社への報告を要する。な

お、子会社は、子会社に対する当社の経営管理および経営指導が法令に違反し、社会通念上疑義がある
と認めたときには、当社の監査等委員会に報告し、意見を述べることができる。

（3）子会社各社の経営については、「子会社管理規程」に基づき、その自主性を尊重しつつ、子会社各社の
位置付けや規模に応じた適切な子会社管理および当社による支援等を行うことにより、適正かつ効率的
な業務執行が行われる体制を整備する。

（4）佐鳥グループは、金融商品取引法の定めに従い、財務報告の信頼性を確保するため、健全な内部統制
環境の確保に努め、全社レベルで統制活動を強化し、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システ
ムを構築し、適切な運用に努める。
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６．監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役
を除く。）からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
　当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置き、監査等委員会は、任命された使用人に対し、
監査業務に必要な事項を指示することができ、当該使用人は指示された監査業務に関する一切の行為につ
いて、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けない。
　当該使用人の人事異動および人事考課等については監査等委員会の事前の同意を得た上で決定するもの
とし、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立を確保する。なお、当該使用人
は業務執行に係る役職を兼務しない。

７．取締役および使用人が監査等委員会に報告をするための体制および監査等委員会の監査が実効的に行わ
れることを確保するための体制

（1）監査等委員は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、連結経営会議等重要な
会議または委員会に出席するとともに、重要な稟議その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要
に応じて役職員にその説明を求めることとし、当該役職員は速やかに適切な報告を行う。

（2）当社は、役職員が法令等の違反行為等、佐鳥グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実につい
て発見したときは、直ちに監査等委員会に報告を行う。

（3）当社は、監査等委員会へ報告を行った役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取
扱いを行うことを禁止し、その旨を役職員に周知する。

（4）監査等委員は、代表取締役、内部監査室、会計監査人および子会社の監査役と定期的に意見交換会を
開催する。

（5）当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担
当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でな
いと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

８．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
（1）基本的考え方

佐鳥グループは、「佐鳥グループ企業行動倫理規範」において、反社会的勢力の排除および誠実で倫理
的な企業行動を基本方針として掲げており、当該倫理規範に基づき、社会の秩序や安全に脅威を与える
反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、これと一切の関係を遮断する。

（2）整備状況
・佐鳥グループは、「コンプライアンス・リスク委員会規程」および「リスク管理規則」において、コン
プライアンス・リスク委員会を頂点とした管理体制と反社会的勢力への対応統括部門を明文化し、不当
要求防止責任者を設置している。
・当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加盟し、警察等関係機関との緊密な連携体
制を構築している。
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＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりでありま
す。なお、当社は2020年８月20日付で監査等委員会設置会社へ移行しております。
１．コンプライアンス体制について
　 「佐鳥グループ企業行動倫理規範」の周知徹底およびコンプライアンス推進活動の一環として、役職
員にコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンス意識の向上を図りました。また、コンプライア
ンス・リスク委員会において、佐鳥グループ各社のコンプライアンス状況を監視し、コンプライアンス
体制の確保に努めました。
２．リスク管理体制について
　 コンプライアンス・リスク委員会において、佐鳥グループの重要なリスクについて、情報共有および
対応策の検討等を行い、リスク管理の徹底を図っております。また、企業活動に重大な影響を及ぼす恐
れがある緊急事態が発生した場合には、「リスク管理規則」に則って対応しております。また、当社の
ＢＣＰ（事業継続計画）については、その実効性を高めるため、継続的に見直しを実施しております。
　 当事業年度においては、新型コロナウイルス対策として、役職員等の感染防止のための諸施策を決定
し、実施しております。
３．グループマネジメントについて
　 「子会社管理規程」に基づき、子会社の経営管理の統一に努めております。また、佐鳥グループの経
営方針および経営戦略に関する重要事項については、連結経営会議において事前に審議および決定して
おります。
４．監査等委員会の監査体制
　 監査等委員は、取締役会、連結経営会議、コンプライアンス・リスク委員会等の重要な会議に出席
し、職務執行等の状況の報告を受けるとともに、必要に応じて提言等を行っております。また、代表取
締役、内部監査室、会計監査人および子会社の監査役とは、定例の情報交換会を設け、監査活動に関す
る情報共有および意見交換を行っております。
５．内部監査体制
　 内部監査室は、内部監査計画に基づき、佐鳥グループ各社の内部監査を実施し、改善に向けた指摘を
行うとともに、定期的に、内部監査の状況を当社の監査等委員会ならびに取締役会に報告しておりま
す。
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株主総会
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＜コーポレートガバナンス体制概要図＞
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連結計算書類

連結株主資本等変動計算書（2020年６月１日から2021年５月31日まで）
（単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

2020年６月１日残高 2,611 3,615 23,953 △1,724 28,455

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 　 　 △526 　 △526

親会社株主に帰属する当期純利益 　 　 520 　 520

自己株式の取得 　 　 　 △0 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 　 　 　 　

連結会計年度中の変動額合計 － － △6 △0 △6

2021年５月31日残高 2,611 3,615 23,947 △1,724 28,449

　

その他の包括利益累計額
非支配株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累計額合計

2020年６月１日残高 1,022 △0 58 △275 806 147 29,409

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △526

親会社株主に帰属する当期純利益 　 　 　 　 　 520

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △0
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) 735 △0 － 233 968 0 968

連結会計年度中の変動額合計 735 △0 － 233 968 0 962

2021年５月31日残高 1,758 △0 58 △41 1,775 147 30,372
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連結注記表
〔連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等〕
1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称
連結子会社の数 11社
連結子会社の名称
佐鳥パイニックス株式会社
株式会社スター・エレクトロニクス
佐鳥ＳＰテクノロジ株式会社
TAIWAN SATORI CO., LTD.
HONG KONG SATORI CO., LTD.
SHANGHAI SATORI CO., LTD.
KOREA SATORI CO., LTD.
SINGAPORE SATORI PTE., LTD.
SATORI E-TECHNOLOGY (AMERICA) INC.
SATORI ELECTRIC (GERMANY) GmbH
THAI SATORI CO., LTD.

(2) 主要な非連結子会社の名称等
主要な非連結子会社
SHENZHEN SATORI CO., LTD.

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。
なお、非連結子会社でありましたSATORI PRODUCTION MANAGEMENT CONSULTING CO.,
LTD.は、期中に清算結了したため非連結子会社から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社（SHENZHEN SATORI CO., LTD.及びインサイトイ
ンターナショナル株式会社）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及
ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
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3. 会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

② デリバティブ
時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法
イ）商品・製品・原材料
主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

ロ）仕掛品
主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
イ）2007年３月31日以前に取得したもの
主として旧定率法によっております。
ただし、当社及び国内連結子会社については、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備を除く）については、旧定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によって
おります。
ロ）2007年４月１日以降に取得したもの

主として定率法によっております。
なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

ハ）2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
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② 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
ります。
ただし、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間に基づく定額法、ソフト
ウエア（市場販売目的）については、見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間に基づく均
等償却額とのいずれか大きい金額を計上する方法を採用しております。なお、当初における見込販売有
効期間は３年としております。
③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
② 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における年間支給見込額に基づき当連結会計年度末
において負担すべき額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付に係る負債は、従業員に対する退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額一括費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より費用処理することとしております。
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(5) 重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしてい
る場合は特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約取引及び金利スワップ取引
ヘッジ対象
為替予約…外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ…借入金の金利

③ ヘッジ方針
為替予約取引については、為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、通常の外貨建営業取引に係
る契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
金利スワップ取引については、資金調達に限定し、資金調達コスト低減のためスワップ取引を利用
し、投機的な取引は行わない方針であります。
④ ヘッジ有効性の評価方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計
とヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま
す。なお、金利スワップのうち特例処理を採用しているものについては、ヘッジの有効性の判定は省略
しております。

(6) 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
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〔表示方法の変更に関する注記〕
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当連結会計年度か
ら適用し、連結注記表に〔会計上の見積りに関する注記〕を記載しております。

〔会計上の見積りに関する注記〕
1. たな卸資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
(百万円)

商品及び製品 10,098
仕掛品 200
原材料及び貯蔵品 1,207

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、一定の保有期間を超えて滞留している商品及び製品、原材料（以下「滞留在庫」とい

う）については、収益性の低下の事実を反映するように、過去の販売実績及び廃棄実績に基づき決定した
方針により、規則的に帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。
顧客からの所要状況や仕入先の供給状況及び市場動向を総合的に勘案し、適正な在庫水準の維持を図っ
ていますが、当社グループが属するエレクトロニクス業界は技術革新や事業環境の変化が極めて速く、顧
客が求める機能も多様化・複雑化しており、予期せぬ市場規模の縮小が生じる場合があります。このた
め、製品需要が経営者のコントロール不能な要因によって大きく変動した場合、保有しているたな卸資産
の一部に滞留が生じます。
その結果、滞留在庫の評価方針が実態と乖離した場合、収益性の低下を連結計算書類に適切に反映でき
なくなる可能性があります。今後、将来の製品需要が低下した場合、翌連結会計年度の連結計算書類の損
益に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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2. 有形固定資産及び無形固定資産の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
(百万円)

有形固定資産及び無形固定資産 5,990

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは、原則として、事業用資産については主にセグメントを基礎としてグルーピングを行っ
ており、遊休資産については個別物件ごとにグルーピングを行っております。固定資産のうち減損の兆候
がある資産又は資産グループについて、当該資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・
フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額（使用価値と正味売却価額のいずれ
か高い方の金額）まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、経営環境等の外部要因に関する情報や内部情報を考慮して
見積りを行っております。
減損損失の認識及び測定は、事業計画や経営環境の悪化等によって影響を受ける可能性があり、見積り
の前提に大きな変化が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類の損益に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

3. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

当連結会計年度
(百万円)

繰延税金資産の金額 539

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループの繰延税金資産は、将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金が、将来の課税所得の見積
額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、税負担額を軽減することができると認められる範囲内
で計上しております。
繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得、タックス・プランニング及び将来加算一時差異の解消

スケジュール等に基づき判断しております。また、将来の課税所得の見積りは、経営環境等の外部要因に
関する情報や内部情報を考慮して見積りを行っております。
課税所得が生じる時期及び金額は、事業計画や経営環境の悪化等によって影響を受ける可能性があり、

見積りの前提に大きな変化が生じた場合、翌連結会計年度の連結計算書類の損益に重要な影響を及ぼす可
能性があります。
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〔追加情報〕
（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）
当連結会計年度において、当社グループはグローバルに事業活動を行っているため、セグメントや地域により
状況は異なるものの、新型コロナウイルスの影響が今後一定期間にわたり継続するものと仮定し、現時点で入手
可能な情報に基づき見積りを行っております。
当社グループは、当該仮定は当連結会計年度末時点における最善の見積りであると判断していますが、想定以
上に影響が長期化あるいは拡大をした場合には、重要な会計上の見積り及び判断に影響を及ぼす可能性がありま
す。

〔連結損益計算書に関する注記〕
（事業構造改善費用）
当連結会計年度における事業構造改善費用は、ルネサス エレクトロニクス株式会社との特約店契約解消によ

る影響及び希望退職者の募集に伴う割増退職金等であります。
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〔連結株主資本等変動計算書に関する注記〕
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

　

株式の種類 当期首株式数
(千株)

当期増加株式数
(千株)

当期減少株式数
(千株)

当期末株式数
(千株)

普通株式 17,946 － － 17,946
　

2. 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
2020年７月13日開催取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 329百万円
・１株当たり配当金額 20円
・基準日 2020年５月31日
・効力発生日 2020年８月４日
2020年12月17日開催取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 197百万円
・１株当たり配当金額 12円
・基準日 2020年11月30日
・効力発生日 2021年２月12日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
2021年７月13日開催取締役会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 296百万円
・配当の原資 利益剰余金
・１株当たり配当金額 18円
・基準日 2021年５月31日
・効力発生日 2021年８月４日

3. 新株予約権に関する事項
記載すべき事項はありません。
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〔金融商品に関する注記〕
1. 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金計画に基づいて金融機関からの借入等により必要な資金を調達しております。ま

た、一時的な余剰資金は安全かつ確実な資金運用を行い、投機目的の資金運用は行わないものとしており
ます。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であり
ます。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

外貨建営業債権債務は為替の変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしており
ます。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されており
ます。
営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、未払法人税等は、１年以内の支払期日でありま
す。
借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であります。なお、借入金の一部は金利の変動リスク
に晒されておりますが、個別契約毎にデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用し
ております。
デリバティブ取引は、外貨建営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先
物為替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引
であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方
法等については、前述の連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等「3. 会計方
針に関する事項 (5) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品にかかるリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社グループは、販売管理規程に従い、営業債権について、各営業部門において主要な取引先の状況
を定期的にモニタリングし、取引相手毎に期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等によ
る回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を
行っております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社及び一部の連結子会社は、外貨建営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リ
スクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況によ
り、輸出及び輸入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債権債務に対して先物
為替予約を行っております。また、当社は借入金に係る支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固
定化を図るために、金利スワップ取引を利用しております。
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投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引
先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理してお
ります。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。
当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、

当該価額が変動することもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自
体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年５月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。な

お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（(注) 2. 参照）。
　

連結貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

(1) 現金及び預金 9,403 9,403 －
(2) 受取手形及び売掛金 25,069 25,069 －
(3) 電子記録債権 3,899 3,899 －
(4) 投資有価証券 4,181 4,181 －
資産計 42,554 42,554 －

(1) 支払手形及び買掛金 14,387 14,387 －
(2) 電子記録債務 3,130 3,130 －
(3) 短期借入金 6,393 6,393 －
(4) 1年内返済予定の長期借入金 900 900 －
(5) 1年内償還予定の社債 1,000 1,000 －
(6) 未払法人税等 222 222 －
(7) 長期借入金 1,000 988 △11
負債計 27,034 27,022 △11

デリバティブ取引 4 4 －
　
（注）1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。
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(4) 投資有価証券
投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金、(4) 1年内返済予定の長期借入金、(5)
1年内償還予定の社債、(6) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価
額によっております。

(7) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で
割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理
の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行
った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。
デリバティブ取引
これらの時価について、取引金融機関から提示された価格によっております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理
されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　
2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　

区分 連結貸借対照表計上額
(百万円)

非上場株式
投資有価証券 98
関係会社株式 7

投資事業有限責任組合 投資有価証券 25
　

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4)
投資有価証券」には含めておりません。

〔１株当たり情報に関する注記〕
1. １株当たり純資産 1,836円81銭
2. １株当たり当期純利益 31円63銭

　

　
〔重要な後発事象に関する注記〕
記載すべき事項はありません。
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計算書類

株主資本等変動計算書（2020年６月１日から2021年５月31日まで）
（単位：百万円）

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金
合計配当準備

積立金
固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2020年６月１日残高 2,611 3,606 1 3,608 208 100 22 15,000 1,667 16,998
事業年度中の変動額
剰余金の配当 　 　 　 　 　 　 　 　 △526 △526
当期純利益 　 　 　 　 　 　 　 　 2,118 2,118
自己株式の取得 　 　 　 　 　 　 　 　 　
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 　 　 　 　 　 　 　 　 　

事業年度中の変動額合計 － － － － － － － － 1,592 1,592
2021年５月31日残高 2,611 3,606 1 3,608 208 100 22 15,000 3,259 18,590
　

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計 その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

2020年６月１日残高 △1,724 21,493 1,024 58 1,083 22,576
事業年度中の変動額
剰余金の配当 　 △526 　 　 　 △526
当期純利益 　 2,118 　 　 　 2,118
自己株式の取得 △0 △0 　 　 　 △0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 　 737 － 737 737

事業年度中の変動額合計 △0 1,592 737 － 737 2,329
2021年５月31日残高 △1,724 23,085 1,761 58 1,820 24,905
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個別注記表
〔重要な会計方針に係る事項に関する注記〕
1. 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

(2) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法
　時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品・製品・原材料
移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 仕掛品
個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

4. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
① 2007年３月31日以前に取得したもの
旧定率法によっております。
ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、旧定額法によっ
ております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 2007年４月１日以降に取得したもの
定率法によっております。
なお、耐用年数については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

③ 2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物
定額法によっております。
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
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(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
ただし、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間に基づく定額法、ソフトウ
エア（市場販売目的）については、見込販売数量に基づく償却額と残存見込販売有効期間に基づく均等償
却額とのいずれか大きい金額を計上する方法を採用しております。なお、当初における見込販売有効期間
は３年としております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

5. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 投資損失引当金
関係会社株式の価値の減少による損失に備えるため、投資先の財政状態の実情を勘案し個別検討による
必要額を見積計上しております。

(3) 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における年間支給見込額に基づき当事業年度末において負
担すべき額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
おります。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、発生年度に全額一括費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法に

より費用処理することとしております。
6. ヘッジ会計の方法
(1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている
場合は特例処理を採用しております。
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(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段
為替予約取引及び金利スワップ取引
ヘッジ対象
為替予約
外貨建債権債務及び外貨建予定取引
金利スワップ
借入金の金利

(3) ヘッジ方針
為替予約取引については、為替相場の変動によるリスク回避を目的とし、通常の外貨建営業取引に係る
契約等を踏まえ、必要な範囲内で為替予約取引を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。
金利スワップ取引については、資金調達に限定し、資金調達コスト低減のためスワップ取引を利用し、

投機的な取引は行わない方針であります。
(4) ヘッジ有効性の評価方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計と
ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
なお、金利スワップのうち特例処理を採用しているものについては、ヘッジの有効性の判定は省略してお
ります。

7. 消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

〔表示方法の変更に関する注記〕
（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更）
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年３月31日）を当事業年度から適
用し、個別注記表に〔会計上の見積りに関する注記〕を記載しております。
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〔会計上の見積りに関する注記〕
1. たな卸資産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
(百万円)

商品及び製品 2,727
仕掛品 200
原材料及び貯蔵品 142

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
滞留在庫の評価に係る会計上の見積りの内容は、連結注記表に記載した事項と同一であるため、記載を
省略しております。

2. 有形固定資産及び無形固定資産の評価
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
(百万円)

有形固定資産及び無形固定資産 5,489

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
有形固定資産及び無形固定資産の評価に係る会計上の見積りの内容は、連結注記表に記載した事項と同
一であるため、記載を省略しております。

3. 繰延税金資産の回収可能性
(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

当事業年度
(百万円)

繰延税金資産の金額 266

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の回収可能性に係る会計上の見積りの内容は、連結注記表に記載した事項と同一であるた
め、記載を省略しております。
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〔追加情報〕
（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）
詳細は、連結計算書類「連結注記表〔追加情報〕」に記載のとおりです。

〔貸借対照表に関する注記〕
1. 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は、次のとおりでありま
す。
関係会社に対する短期金銭債権 802百万円
関係会社に対する短期金銭債務 310百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,907百万円
3. 保証債務

下記子会社の金融機関からの借入金及び仕入債務等に対して、次のとおり債務保証を行っております。
佐鳥パイニックス株式会社 549百万円
佐鳥ＳＰテクノロジ株式会社 3,855
HONG KONG SATORI CO., LTD. 2,120
SHANGHAI SATORI CO., LTD. 1
KOREA SATORI CO., LTD. 2
SINGAPORE SATORI PTE., LTD. 222

計 6,752
　
〔損益計算書に関する注記〕
1. 関係会社との取引高
　営業取引（収入分） 3,341百万円
　営業取引（支出分） 2,559百万円
　営業取引以外の取引（収入分） 2,482百万円

2. 事業構造改善費用
当事業年度における事業構造改善費用は、ルネサス エレクトロニクス株式会社との特約店契約解消に
よる影響及び希望退職者の募集に伴う割増退職金等であります。
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〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
自己株式の種類及び株式数に関する事項

　

株式の種類 当期首株式数
(千株)

当期増加株式数
(千株)

当期減少株式数
(千株)

当期末株式数
(千株)

普通株式 1,491 0 － 1,491
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
　
〔税効果会計に関する注記〕
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳
繰延税金資産
税務上の繰越欠損金 516百万円
たな卸資産評価減 87
未払賞与 115
退職給付引当金繰入超過額 410
土地 252
その他 487
繰延税金資産小計 1,870
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △489
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △1,113
評価性引当額小計 △1,603
繰延税金資産合計 266
繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △10
その他有価証券評価差額金 △731
その他 △32
繰延税金負債合計 △773
繰延税金負債純額 △506
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〔関連当事者との取引に関する注記〕
　

属性 会社等の
名称 住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等

事業上
の関係

子会社

佐鳥パイニ
ックス株式
会社

東京都
港区 310 卸売業

(所有)
直接
100.0

兼任
1人

商品の販売
及び仕入
債務保証
資金の援助

債務保
証
(注)１

549 ― ―

資金の
貸付
(注)２
(注)３

2,201
関係会社
短期貸付
金

2,201

佐鳥ＳＰテ
クノロジ株
式会社

東京都
港区 350 卸売業

(所有)
直接
85.0

兼任
1人

商品の販売
及び仕入
債務保証
資金の援助

債務保
証
(注)１

3,855 ― ―

資金の
貸付
(注)２
(注)３

1,978
関係会社
短期貸付
金

1,468

HONG KONG
SATORI
CO., LTD.

香港九
龍地区

HK$
147,659千 卸売業

(所有)
直接
100.0

―
商品・製品
の販売及び
仕入
債務保証

債務保
証
(注)１

2,120 ― ―

　

（注）1. 当社は連結子会社の銀行借入及び仕入債務等に対して債務保証を行っております。
なお、保証料は受領しておりません。

2. 資金の貸付については、市場金利を勘案し、決定しております。
3. 取引金額は期中の平均残高を記載しております。

　
〔１株当たり情報に関する注記〕
1. １株当たり純資産 1,513円56銭
2. １株当たり当期純利益 128円75銭

　

　
〔重要な後発事象に関する注記〕
記載すべき事項はありません。
　
〔連結配当規制適用会社に関する注記〕
当社は、連結配当規制適用会社であります。　
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